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万
治
二
年
三
月
刊
、
浅
井
了
意
著
『
堪
忍
記
』
に
関
し
て
、
先
に
別
稿
を
記
し
た
。
だ
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
充
分
に
論
述
で
き
な
か
っ
た

面
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
後
追
記
し
た
い
点
も
生
じ
た
の
で
、
本
稿
で
再
び
採
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
別
稿
で
は
、
本
書
収
載
説
話
の
中
で

こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
に
関
す
る
原
拠
考
察
を
中
心
に
論
述
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
『
堪
忍
記
』
は
、
我
が
国
の
先
行
説
話
文
学

や
『
蒙
求
』
、
『
事
文
類
爽
』
、
『
太
平
広
記
』
等
中
国
文
学
関
係
書
籍
か
ら
説
話
引
用
を
成
し
て
い
た
事
な
ど
が
判
っ
た
。
こ
れ
ら
よ
り
、
自
明

の
事
な
が
ら
、
『
堪
忍
記
』
は
、
そ
の
周
辺
に
広
く
散
在
し
た
で
あ
ろ
う
和
・
漢
の
堪
忍
説
話
の
集
成
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に

こ
そ
本
書
の
文
学
史
的
価
値
を
見
出
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
堪
忍
説
話
な
る
も
の
が
、
ど
の
程
度
和
や
漢
に
匝
胎
し
て
い
た
の
か
、
管
見
の
と
こ
ろ
近
世
以
前
の
説
話
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
の

〈
堪
忍
〉
と
い
う
面
か
ら
の
考
察
は
未
だ
備
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
し
か
し
、
〈
忍
〉
の
テ
l
マ
に
よ
る
説
話
は
、
仏
書
を
は
じ
め
古
来
よ
り

存
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
に
基
づ
き
、
近
世
堪
忍
説
話
集
た
る
『
堪
忍
記
』
を
基
点
に
し
て
和
・
漢
堪

忍
説
話
の
一
端
に
つ
い
て
、
若
干
の
資
料
を
も
と
に
跡
付
け
て
み
た
い
と
思
う
。
資
料
的
に
は
ま
こ
と
に
些
少
に
過
ぎ
る
が
、
如
上
の
問
題
に

対
す
る
近
世
期
か
ら
の
問
題
提
起
で
も
あ
る
。
『
堪
忍
記
』
自
体
の
直
接
的
考
察
か
ら
は
や
や
離
れ
る
面
も
有
る
が
、
稿
の
性
質
上
、
御
寛
恕

『
堪
忍
記
』
周
辺
考
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『
十
訓
抄
』
を
中
心
に

キ

ま
ず
、
我
が
国
説
話
文
学
の
書
物
の
中
で
は
、
別
稿
原
拠
表
示
の
よ
う
に
『
十
訓
抄
』
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
第
八
は
「
可
v
堪叫

忍
ス
千
諸
事
ィ
事
」
で
あ
り
、
十
話
の
説
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
第
一
話
の
行
成
・
実
方
の
故
事
、
第
七
話
の
大
和
国
の
女
の
故
事

の
二
話
が
『
堪
忍
記
』
と
共
通
す
る
。
『
十
訓
抄
』
第
八
は
、
ま
さ
に
章
題
が
示
す
よ
う
に
八
堪
忍

V
の
主
題
に
沿
っ
て
和
・
漢
の
説
話
を
集

成
し
た
も
の
で
あ
り
、
『
堪
忍
記
』
の
構
想
と
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
『
十
訓
抄
』
に
は
小
序
が
存
し
、
そ
の
主
題
を
明
確
化
し
て
い
る
。

『
堪
忍
記
』
も
『
明
心
宝
鑑
』
等
を
用
い
て
序
言
が
冒
頭
に
置
か
れ
た
。
次
に
『
十
訓
抄
』
小
序
を
一
部
引
用
し
て
み
よ
う
。

或
人
云
、
諸
の
事
を
思
ひ
忍
ば
ん
は
す
ぐ
れ
た
る
徳
な
る
べ
し
。
人
の
心
の
中
に
、
諸
の
あ
し
き
事
を
の
み
お
も
ふ
。
是
を
不
v
忍
ば
あ
さ

ま
し
か
る
べ
し
。
人
の
身
の
上
に
さ
ま
ざ
ま
の
く
る
し
み
あ
り
。
こ
れ
を
不
v
忍
ば
世
に
立
ち
め
ぐ
る
べ
か
ら
ず
。
中
に
も
年
わ
か
き
と
も

が
ら
は
飢
を
忍
び
て
道
を
学
び
、
寒
さ
を
忍
び
て
君
に
仕
へ
つ
つ
、
家
を
お
こ
し
身
を
立
つ
る
は
か
り
ご
と
を
す
べ
き
な
れ
ば
、
な
に
事

に
付
け
て
も
、
か
た
が
た
物
に
た
へ
忍
ぶ
べ
き
也
。
大
か
た
こ
の
事
を
た
も
て
る
を
、
五
つ
の
徳
あ
る
人
と
云
。
五
戒
・
十
善
な
ど
名
付
け

て
、
よ
ろ
づ
の
罪
を
失
ふ
法
と
せ
り
。
：
・
略
・
：
六
度
の
中
に
忍
辱
波
羅
蜜
と
も
称
し
、
十
地
に
は
堪
忍
地
共
号
し
：
・
略
：
・
羅
眠
羅
尊
者
は
忍

辱
第
一
な
り
、
此
の
故
に
や
、
唐
に
は
多
く
の
直
に
て
忍
と
云
文
字
を
書
き
て
、
守
に
し
た
る
人
有
け
り
・
：

会
社

2
〉

こ
の
第
八
小
序
は
、
浬
繋
経
・
法
華
経
・
新
古
今
集
・
江
談
抄
他
を
用
い
て
構
文
し
て
い
る
と
言
わ
れ
、
思
想
的
に
は
仏
教
的
思
潮
に
基
づ

く
。
し
か
し
、
当
序
文
は
、
人
世
に
お
け
る
八
堪
忍
〉
と
い
う
徳
の
重
要
性
を
述
べ
つ
つ
、
人
々
の
身
持
ち
に
関
す
る
一
般
的
処
世
訓
の
体
を

な
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
堪
忍
〉
徳
の
も
た
ら
す
立
身
斉
家
の
観
点
こ
そ
『
堪
忍
記
』
序
文
の
、

上
は
玉
た
れ
の
内
よ
り
。
下
は
柴
の
戸
ぼ
そ
に
。

い
た
る
ま
で
。
同
じ
く
お
こ
な
ふ
心
さ
し
あ
ら
ば
。
を
の
づ
か
ら
天
命
に
か
な
ひ
。
人
望



に
そ
む
か
ず
。
禍
を
は
ら
ひ
。
憂
を
の
ぞ
き
。
身
お
さ
ま
り
。
家
と
と
の
ひ
。
国
を
た
も
ち
。
天
下
た
い
ら
か
な
ら
ん
こ
と
。
た
な
こ
こ
ろ

の
う
ち
に
あ
り
。
そ
の
百
の
お
こ
な
ひ
の
中
に
。
心
さ
し
の
ゆ
く
と
こ
ろ
。
忍
の
一
字
を
と
り
て
。
こ
れ
を
あ
ら
は
し
て
。
筆
に
し
る
す
者

也
と
云
保

と
記
さ
れ
た
、
治
国
平
天
下
へ
の
流
れ
の
そ
れ
と
繋
が
る
同
質
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
堪
忍
記
』
は
、
す
で
に
我
が
国
先
行
説
話
文
学
の
土
壌
を
背
景
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
『
十
訓
抄
』
と
『
堪

忍
記
』
と
の
共
通
説
話
は
、
第
八
以
外
に
も
、

七
出
三
不
去
（
第
八
の
八
）

良
峯
宗
貞
の
出
家
（
第
六
の
八
）

望
夫
石
・
松
浦
佐
夜
姫
（
第
六
の
二
十
二
〉

楊
震
の
四
知
（
第
六
の
三
十
二
）

楚
荘
王
の
情
け
（
第
十
の
七
十
六
）

な
ど
の
数
点
が
上
げ
ら
れ
、
〈
堪
忍
〉
の
テ
i
マ
に
よ
る
説
話
収
集
の
一
致
が
見
ら
れ
る
。

で
は
『
堪
忍
記
』
は
『
十
訓
抄
』
よ
り
直
接
に
説
話
を
採
集
し
た
の
か
と
言
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
前
ほ
ど

n

－z
－J

、

中
d
J
J
I
L

の
、
行
成
と
実
方
と
の
故
事
に
関
し
て
は
、
説
話
の
大
枠
は
同
一
で
あ
る
が
、
行
成
が
「
大
納
言
」
に
な
さ
れ
た
点
（
『
十
訓
抄
』
は
「
蔵
人

頭
」
）
、
実
方
が
「
東
国
」
に
つ
か
わ
さ
れ
た
点
（
同
「
陸
奥
国
の
守
」
）
、
実
方
が
「
入
内
雀
」
と
な
っ
て
「
米
」
を
つ
い
ば
む
点
（
同
「
雀
」
「
台

盤
」
）
な
ど
が
相
違
し
て
い
る
。
了
意
の
改
変
も
想
定
で
き
な
い
訳
で
は
な
い
が
、
以
上
の
主
要
な
点
に
お
い
て
相
違
を
見
せ
て
い
る
事
は
無

視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
同
じ
説
話
を
有
す
る
『
源
平
盛
衰
記
』
巻
七
の
当
記
述
も
『
十
訓
抄
』
本
文
に
近
い
。
し
か
も
、
『
十
訓

抄
』
が
刊
行
さ
れ
、
本
格
的
に
流
布
す
る
の
は
、
元
禄
版
以
後
で
あ
り
、
了
意
在
世
中
は
、
写
本
に
よ
る
流
通
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え

合
わ
す
と
、
さ
ら
に
可
能
性
が
狭
ま
る
感
も
し
な
く
は
な
い
。

『
堪
忍
記
』
周
辺
考
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だ
が
、
次
の
版
本
『
女
郎
花
物
語
』
（
万
治
四
年
刊
）
上
の
十
二
話
な
ど
の
例
を
見
る
と
、
『
十
訓
抄
』
が
確
か
に
近
世
初
期
に
お
い
て
、
就
中

（注
3
）

〈
堪
忍
〉
の
主
題
に
沿
っ
て
、
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
量
で
き
る
の
で
あ
る
。
『
女
郎
花
物
証
巴
当
話
は
、
か
た
の
の
少
将
の

む
す
め
右
近
を
例
に
し
て
、
女
の
心
の
持
ち
ょ
う
を
述
べ
た
後
、

す
べ
て
よ
ろ
つ
の
事
、
堪
忍
し
侍
る
に
ま
す
事
な
し
。
仏
の
五
戒
十
戒
と
と
き
給
ひ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
つ
み
を
う
し
な
ふ
わ
さ
も
、

ひ
と
へ

に
た
だ
忍
ぶ
と
い
ふ
事
の
、

ひ
と
つ
を
も
と
と
し
侍
ベ
し
。
六
度
の
う
ち
に
忍
厚
は
ら
み
つ
あ
り
、
ら
ご
ら
尊
者
は
忍
辱
第
一
と
い
へ
り
、

も
ろ
こ
し
の
人
も
、
百
忍
の
歳
と
い
ふ
こ
と
あ
ら
は
し
侍
る
も
、
人
を
し
て
忍
は
し
め
む
と
也

と
あ
る
。
前
に
記
し
た
『
十
訓
抄
』
小
序
の
傍
線
部
に
着
目
す
る
と
、
『
女
郎
花
物
語
』
当
部
分
と
の
言
辞
の
類
似
を
見
、
版
本
『
女
郎
花
物

語
』
も
『
十
訓
抄
』
の
影
響
下
に
あ
っ
た
事
を
窺
わ
せ
る
。
ま
た
、
『
女
郎
花
物
語
』
と
『
十
訓
抄
』
と
の
聞
に
は
同
類
説
話
も
存
す
る
。

方
、
『
女
郎
花
物
語
』
と
『
堪
忍
記
』
と
の
共
通
説
話
は
、

『
堪
忍
記
』
巻
六
｜
一
一
十
｜
四
（
（
昭
陽
人
が
事
〉
！
『
女
郎
花
物
語
』
中
三
十
七

刊
年
は
『
堪
忍
記
』
よ
り
二
年
遅
れ
る
が
、
作
品
の
成
立
は
殆
ど
同
年
代
と
い
っ
て
良
い
。

に
よ
る
構
想
は
、
『
女
郎
花
物
語
』
や
『
堪
忍
記
』
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
り
、

同
巻
七

l
二
十
二

l
一
一
ハ
後
妻
を
ね
た
ま
ず
歌
よ
み
け
る
事
〉

l
問
中
三
十

の
二
話
が
存
し
、
さ
ら
に
直
接
一
致
は
し
な
い
が
、
別
稿
で
特
筆
し
た
『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
十
の
十
三
（
『
堪
忍
記
』
巻
入
｜
二
十
四
｜
四

と
同
根
）
の
典
拠
と
な
っ
た
「
む
か
し
、
も
ろ
こ
し
に
挑
玉
京
と
い
ひ
し
女
」
の
話
（
『
女
郎
花
物
語
』
上
六
）
も
登
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
よ
り
『
十
訓
抄
』
は
、
写
本
と
は
い
え
、
近
世
初
期
に
は
か
な
り
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
版
本
『
女
郎
花
物
語
』
の

『
十
訓
抄
』
の
〈
堪
忍
〉
と
い
う
テ
l
マ
別
主
題

本
書
は
『
堪
忍
記
』
周
辺
に
位
置
す
る
有
力

な
一
本
と
言
え
よ
う
。
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『
堪
忍
弁
義
抄
』
と
『
百
忍
図
』

（

イ

〉

説
話
内
容

次
に
、
漢
に
関
し
て
は
、
別
稿
に
作
者
不
詳
の
『
堪
忍
弁
義
抄
』
（
慶
安
四
年
刊
）
と
、
そ
の
本
文
に
基
本
的
な
面
で
影
響
し
た
と
推
さ
れ

る
『
百
忍
図
』
に
つ
い
て
記
し
た
。
『
百
忍
図
』
は
了
意
仏
書
に
そ
の
書
名
が
見
え
、
彼
の
読
了
し
た
可
能
性
を
有
し
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
、
脱
稿
後
国
文
学
研
究
資
料
館
和
田
恭
孝
氏
よ
り
、
了
意
は
他
の
辞
書
文
献
よ
り
『
百
忍
図
』
項
目
文
章
を
引
用
し

（注
4
V

た
疑
い
が
あ
る
と
の
御
教
示
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
『
堪
忍
弁
義
抄
』
と
『
百
忍
図
』
本
文
は
完
全
に
一
致
は
せ
ず
、
『
堪
忍
弁
義
抄
』
は
他
の
本

文
系
に
依
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
『
堪
忍
弁
義
抄
』
作
者
が
、
『
百
忍
図
』
の
文
章
を
も
と
に
、
同
じ
よ
う
に
易
経
の
言
辞
に

擬
え
創
案
し
た
も
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
新
た
な
資
料
が
出
る
可
能
性
も
あ
り
、
今
、
こ
の
考
え
は
保
留
し
て
お
く
。

（注
5
）

『
堪
忍
弁
義
抄
』
と
『
堪
忍
記
』
と
の
関
係
で
は
、
こ
こ
で
は
引
用
を
控
え
る
が
、
小
川
武
彦
氏
や
坪
内
正
紀
氏
も
掲
げ
た
よ
う
に
、
た
と

え
ば
楚
の
荘
王
の
故
事
の
よ
う
に
極
め
て
類
似
度
の
高
い
言
辞
で
文
章
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
る
で
同
一
人
物
の
訳
出
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど

で
あ
る
。
よ
し
ん
ば
そ
う
で
な
く
て
も
、
『
堪
忍
記
』
が
『
堪
忍
弁
義
抄
』
よ
り
こ
の
項
目
を
引
用
し
た
こ
と
は
、

ほ
ぼ
認
め
て
良
い
か
と
思

わ
れ
る
。

管
見
『
百
忍
図
』
本
文
は
、
宋
王
応
麟
の
類
書
『
玉
海
』
に
依
っ
た
が
、
内
閣
文
庫
に
所
蔵
す
る
明
万
暦
版
（
柱
に
「
万
暦
丁
亥
」

l
十
五

（注
6
）

年
と
あ
る
）
は
、
元
版
明
嘉
靖
修
本
（
「
林
氏
蔵
書
」
印
）
を
2
文
字
修
訂
し
て
い
る
。
今
、
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
直
接
了
意
と
関
係

し
な
い
可
能
性
が
生
じ
て
き
た
が
、
そ
の
本
文
は
『
堪
忍
弁
義
抄
』
に
影
響
し
た
と
思
わ
れ
、
ま
た
堪
忍
の
行
為
を
成
し
た
多
く
の
歴
史
的
人

物
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
典
型
的
な
中
国
堪
忍
例
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
や
は
り
『
堪
忍
記
』
周
辺
に
位
置
す
る
着

目
す
べ
き
中
国
文
献
と
思
わ
れ
る
。

『
堪
忍
記
』
周
辺
考

入



八
四

そ
れ
ら
の
人
物
名
は
主
に
原
文
却
行
目
辺
り
か
ら
記
載
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
達
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
、
別
稿
で
は
官
頭
第
一
段
1
行
目
か
ら
凶
行
目
ま
で
の
本
文
の
み
を
記
し
た
が
、
以
下
に
、

付
し
て
掲
げ
て
お
く
〈
訓
点
は
後
述
『
考
註
百
忍
図
』
を
参
考
に
し
た
）
。

Y
V

ル

セ

シ

ヲ

ヒ

ヲ

白
圭
之
治
げ
生
ヲ
。
以
薄
K

飲
l
食
。
忍
む
噌
欲
汀
。
節
一
衣
服
ィ
。
仁
者
ハ
其
ノ
言
也
訪
。
詞
忍
也
。
言
可
v

不
v
忍
乎
。
動
v
心

忍
v
性
。
増
コ

ヲ

ル

シ

ヤ

ル

ピ

益

所
v
不
v
能
。
性
可
v

不
v
忍
乎
。
麦
里
陳
察
。
忍
ニ
不
v
可
v
忍
之
患
難
一
。
箪
瓢
組
棺
。
忍
ニ
不
v
可
v
忍
之
困
窮
－
。
其
守
v
節
也
。
忍
ニ

一

ヲ

ユ

テ

テ

ム

ヲ

餓
ヲ
於
首
陽
一
。
忍
ニ
渇
於
盗
泉
一
。
其
ノ
篤
一
学
也
。
忍
ニ
寒
於
映
雪
一
。
忍
ニ
痛
於
砕
掌
一
。
険
阻
顛
難
。
晋
侯
忍
以
定
v
覇
。
臥
v
薪
嘗
v

ヲ

テ

ス

ヲ

ヒ

ル

ユ

ヲ

ヲ

ル

ト

ヲ

テ

ヲ

ル

ト

臆
。
越
子
忍
以
復
v
讐
。
子
房
忍
v
取
v

履
。
准
陰
忍
ニ
股
下
一
而
為
ニ
人
傑
－
。
丙
吉
忍
v
汗
ν
菌
。
師
徳
忍
ニ
睡
面
一
而
為
ニ
長
者
－
。
蓑
度
則

マ
テ
ツ
フ
ユ
チ
ェ
ス
グ
ル
コ
ト

忍
v
事
。
陸
遜
則
忍
v
陣
。
趨
裏
子
活
陸
則
忍
v
話
。
封
v

敵
能
忍
者
勝
。
一
暫
不
v

忍
者
終
v

身
慰
。
不
善
加
v
巴
。
直
為
v
受

之

ル
マ
テ
ル
＝
ヲ

張
覇
之
忍
也
。
終
ν

身
譲
ν

路

不
v

柾
ニ
百
歩
一
。
朱
仁
軌
之
忍
也
。
忍
エ
於
怨
－
若
ユ
蘭
相
如
窟
拘
一
。
忍
ニ
於
詔
一
若
ユ
直
不
疑
卓
茂
劉
寛
↓

ヲ

テ

ヲ

ニ

ス

ヲ

不
一
耐
…
煩
ニ
者
稽
康
所
l
以
v
逢
v
答
。
耐
v
厚
者
司
l
空
1
図
所
出
以
避
v
禍
。
司
馬
子
長
以
ニ
隠
l
忍
一
成
v
書
。
謝
安
石
以
v
忍
須
央
成
v
名
。
自

ニ

テ

ヲ

テ

ヲ

ラ

ミ

ジ

ヲ

ニ

フ

ヲ

＝

反
市
縮
勇
市
忍
也
。
不
v
報
ニ
無
道
一
強
而
忍
也
。
忍
ν
誘
以
無
ν
弁
。
忍
v
侮
以
自
1
省
。
忍
ニ
笑
於
口
一
忍
ニ
塊
子
顔
一
。
若
言
忍
而

ス

エ

ジ

ズ

ニ

ν

テ

ヲ

ハ

ヲ

テ

ス

ヲ

フ

－

－

7

受
。
交
v
友
忍
市
久
。
如
三
金
忍
－
子
百
錬
－
。
如
z
松
相
忍
ニ
子
霜
雪
一
。
夫
一
忍
可
z
以
支
ニ
百
勇
二
故
肥
v
家
以
ニ
忍
順
－
。
養
v

生

テ

ス

ヲ

テ

タ

9

ニ

ス

ニ

以
ニ
忍
黙
一
。
忍
過
事
堪
ν
喜
。
忍
事
敵
ニ
災
星
－
。
古
之
人
忍
ニ
耽
於
三
北
一
。
忍
ニ
値
於
三
巳
－
。
忍
ニ
於
侃
v
章
。
忍
ニ
於
吸
v
酷
。
彼

郷
原
之
合
v
汗

非
ν
忍
也
。
長
楽
老
之
療
頑
非
v
忍
也
。
挟
ν
翰

不
v
能
v
忍
ν
争
。
排
v
衣

不
v
能
v
忍
ν

怒
。
倒
執
ニ
手
板
一
不
v
能
v
忍
v

憧
。
呼
穀
哉
。
忍
者
仁
之
端
也
。
忍
然
後
有
二
不
v

忍
心
↓
其
流
ニ
於
残
忍
一
者
。
為
v
佳
v
兵

為
v
蛸
v

法
為
ニ
終
訟
－
為
ニ
闘
狼
↓
一
朝
之

ソ

ヤ

ル

ル

ハ

ぜ

ヲ

ム

ヲ

グ

シ

テ

ニ

念

忘
v
身
。
及
v

親
莫
大
之
悪
。
成
ニ
於
斯
l
須
不
l
v
忍
可
v

不
v
戒
欺
。
不
v

忍
ニ
小
念
一
。
富
辰
諌
v
周

軽

不

v
忍
v
久
司
馬
議
v
呉
。
故

テ
テ

日
万
事
之
中
忍
字
為
v
上
。
忍
之
一
字
衆
妙
之
門
。
忍
ニ
之
少
時
一
福
禄
無
v
期
。
又
日
習
ν
忍
可
ニ
以
至
容
↓
知
此
者
其
張
公
芸
乎

y

テ

ノ

ヲ

ル

ニ

’

ニ

グ

テ

ハ

ナ

リ

デ

ハ

－

一

グ

プ

ハ

一

一

シ

ル

ニ

シ

テ

ヲ

ム

ル

ニ

ヲ

タ

リ

書
ニ
忍
字
一
至
ニ
百
余
ニ
持
。
家
親
雨
天
下
疎
。
忍
ニ
於
外
一
易
忍
ニ
於
内
一
難
。
公
芸
処
ν
家
之
心
推
三
之
治
ニ
天
下
一
裕
如

原
文
却
行
目
か
ら
文
末
ま
で
を
、

訓
点
を
私
に

也



以
上
よ
り
、
こ
こ
に
登
載
さ
れ
た
人
物
や
故
事
を
あ
げ
る
と
、

白
圭
（
史
記
）
、
麦
里
（
周
文
王
〉
、
陳
察
ハ
孔
子
）
、
箪
瓢
（
顔
子
）
、
組
抱
（
子
路
）

首
陽
ハ
伯
夷
・
叔
費
）
、
盗
泉
（
孔
子
〉
、
映
雪
（
菅
孫
康
〉
、
菅
侯
（
菅
文
公
）

臥
薪
嘗
臆
（
越
王
勾
践
）
、
子
一
房
（
漢
張
良
）
、
准
陰
（
韓
信
）
、
丙
士
同
（
漢
丙
吉
）

師
徳
（
唐
婁
師
徳
〉
、
斐
度
（
唐
斐
度
）
、
陸
遜
（
呉
陸
遜
）
、
超
裏
子
（
戦
国
超
一
笑
子
）

古
睦
（
柑
班
活
躍
・
秦
張
禄
〉
、
張
覇
（
後
漢
張
覇
）
、
朱
仁
軌
（
唐
朱
仁
軌
）

蘭
相
如
（
戦
国
蘭
相
如
・
廉
頗
）
、
冠
陶
（
後
漢
冠
胸
）
、
直
不
疑
ハ
漢
直
不
疑
）

卓
茂
（
後
漢
卓
茂
）
、
劉
寛
（
後
漢
劉
寛
）
、
稽
康
（
亙
日
稽
康
）
、
司
空
図
（
唐
司
空
図
）

司
馬
子
長
（
漢
司
馬
遷
、
字
子
長
）
、
謝
安
石
（
五
日
謝
安
）

な
ど
で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
に
は
、
人
物
名
が
明
記
さ
れ
た
者
の
み
掲
げ
た
が
、
そ
の
他
故
事
・
成
語
・
文
辞
の
拠
っ
て
き
た
箇
所
も
多
数
存

し
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
あ
る
人
物
を
知
る
事
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
、
史
記
、
後
漢
書
、
論
語
、
孔
子
家
語
を
は
じ
め
、
そ
の
他
叢
書
類
に
も
登

載
さ
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
、
『
蒙
求
』
な
ど
に
よ
っ
て
、
我
が
国
で
も
広
く
知
ら
れ
た
人
物
も
多
く
存
し
て
い
る
。

そ
し
て
『
堪
忍
記
』
が
採
り
上
げ
た
説
話
題
材
の
中
に
も
、

周
文
玉
、
卓
茂
、
劉
寛
、
蘭
相
如
、
准
陰

な
ど
が
共
通
し
、
『
堪
忍
記
』
も
こ
れ
ら
典
型
的
な
中
国
堪
忍
説
話
の
系
譜
線
上
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

さ
て
、
当
『
百
忍
図
』
文
末
に
記
さ
れ
た
、
忍
の
字
百
余
を
献
呈
し
た
張
公
芸
の
故
事
は
、
別
稿
指
摘
の
よ
う
に
了
意
仏
書
『
聖
徳
太
子
伝

暦
備
考
』
な
ど
に
も
記
載
さ
れ
た
が
、
第
（
1
）
節
に
あ
げ
た
『
十
訓
抄
』
小
序
文
末
の
記
載
に
も
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
『
十
訓
抄
詳
解
』

〈注
7
）

は
こ
の
故
事
を
加
注
し
て
い
る
と
い
う
（
た
だ
し
、
唐
書
に
よ
る
）
。
こ
の
件
に
関
し
て
『
堪
忍
弁
義
抄
』
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。

O
次
五
張
公
芸
。
九
世
間
居
。
書
一
忍
字
対
天
子

ム
張
公
芸
は
人
の
名
ぞ
。
何
の
時
の
人
や
ら
し
ら
ぬ
ぞ

ム
九
世
同
居
と
は
。
親
お
ふ

『
堪
忍
記
』
周
辺
考

八
五



八
六

ぢ
よ
り
。
九
代
が
問
問
屋
敷
に
居
住
し
た
と
也
。

ム
書

忍
字
対
天
子
と
は
。
問
屋
敷
へ
。
九
代
ま
で
居
た
る
事
が
。
天
子
へ
き
こ
へ

て
。
｜
略
｜

具
体
的
事
実
な
ど
を
把
握
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
了
意
仏
書
は
明
記
し
て
い
る
た
め
、
『
堪
忍
弁
義
抄
』
の
作
者
は
や
は
り
了
意
と
別

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
『
堪
忍
弁
義
抄
』
の
作
者
（
講
義
者
と
い
う
べ
き
か
）
は
、
張
公
芸
の
時
代
や
ハ
唐
時
代
）
、
高
宗
に
献
じ
た
と
い
う

人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（ロ〉

和
刻
本
『
考
註
百
忍
図
』

こ
の
『
百
忍
図
』
に
関
し
て
は
、
別
稿
に
記
し
た
如
く
、
『
考
註
百
忍
図
』
ハ
外
題
）
と
い
う
和
刻
本
が
存
し
た
。
別
稿
補
追
記
載
中
野
三
敏

氏
所
蔵
本
の
書
誌
を
記
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

た
て
別
糎
よ
こ
別
糎

大
本

一
巻
一
冊

袋
綴

薄
茶
色
原
表
紙
紋
様
な
し

原
題
接
た
て
川
糎
よ
こ

M
糎
「
考
註
百
忍
図
」

「
考
注
百
忍
図
題
辞
」
（
序
〉
「
考
註
百
忍
図
畢
」
〈
尾
）

「考
l
註
百
l
忍
図
／
宋
礼
部
侍
郎

内
題

止
巷

王
応
麟
著
／
明

光
津
王

考
註
／
肝
江
団
練
使
王
接
武
附
録
／
日
本
金
龍
道
人
釈

匡
郭

敬
雄
校
訂
」
（
本
文
〉

四
周
単
辺
た
て
川
糎
よ
こ
山
糎

全
包
丁
（
内
前
序
3
丁
、
本
文
則
丁
、
附
録
・
刊
記
日
丁
）

「
巳
丑
秋
七
月
／
金
龍
道
人
釈
敬
雄
謹
撰
／
洛
陽
隠
士
岸
公
実
書
」

「
明
和
六
歳
丑
九
月
／
皇
都
書
隷
栂
井
藤
兵
衛
梓
」

丁
数

序刊
記



（注
8
V

本
書
は
『
百
忍
図
』
本
文
に
注
解
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
前
記
本
文
と
4
文
字
程
相
違
す
る
の
み
で
、
他
は
す
べ
て
一
致
す
る
。
明
和
六
年

と
か
な
り
年
代
は
下
る
が
、
我
が
国
で
『
百
忍
図
』
本
文
が
和
刻
さ
れ
た
事
実
は
本
書
の
受
用
を
示
し
て
い
よ
う
。

近
世
初
期
の
和
刻
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
い
が
、
こ
の
『
考
註
百
忍
図
』
は
、
本
文
内
題
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
『
明
光
津
王

止
巷
考

註
』
本
が
存
し
た
よ
う
で
あ
る
。
金
龍
道
人
校
訂
本
が
「
原
註
」
（
『
考
註
百
忍
図
』
七
丁
ウ
ラ
）
と
呼
ん
で
い
る
そ
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
現

在
こ
の
『
止
署
考
註
』
本
に
つ
い
て
は
未
見
で
あ
る
が
、
明
代
と
あ
る
点
よ
り
、
あ
る
い
は
原
本
自
体
は
江
戸
時
代
早
期
に
我
が
国
に
も
た
ら

さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
今
の
所
は
、
金
龍
道
人
校
訂
本
に
よ
り
そ
の
様
相
を
窺
う
の
み
で
あ
る
。

さ
て
、
金
龍
道
人
校
訂
『
考
註
百
忍
図
』
序
文
に
は
、
も
う
一
つ
の
中
国
堪
忍
説
話
集
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。
次
に
そ
の
該
当
部
分
を

引
用
し
て
み
る
。

頃
読
、
一
克
許
名
査
所
著
百
忍
簸
、
明
僧
覚
激
考
注
、
発
揮
忍
義
、
無
余
雄
会
、
難
然
筒
冊
洪
博
、
不
便
流
街
、
乃
於
其
中
録
出
、
宋
王
伯
厚

百
忍
図
、
既
明
光
津
王
考
注
、
校
以
授
書
瞳
錆
行
於
世
、
且
寄
語
学
者
置
諸
左
右
、
朝
夕
講
習
、
畳
趨
保
身
保
家
哉
、
ー
略

l
（
序
二
丁
目
）

傍
線
部
が
元
の
許
名
杢
著
、
明
僧
覚
激
考
誌
の
書
『
勧
忍
百
簸
考
註
』
を
指
し
て
い
る
。
本
書
に
関
し
て
は
、
筆
者
も
以
前
よ
り
注
目
し
て
い

た
の
で
あ
る
が
、

一
読
し
た
と
こ
ろ
内
容
的
に
『
堪
忍
記
』
と
の
直
接
的
関
係
を
見
出
せ
な
か
っ
た
の
で
別
稿
で
も
触
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、

当
序
文
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
新
し
い
事
実
は
、
本
書
が
近
世
前
期
に
於
い
て
読
了
さ
れ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
〈
堪
忍
〉
説
話
集

書
物
の
一
連
の
も
の
と
し
て
流
布
し
て
い
た
事
を
推
量
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
前
述
『
女
郎
花
物
語
』
記
載
傍
線
部
「
百
忍
の
歳
」
も
あ
る
い

は
、
本
書
の
原
典
と
な
っ
た
当
『
堪
忍
百
策
』
を
踏
ま
え
る
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
書
も
『
堪
忍
記
』
周
辺

に
位
置
す
る
、
中
国
堪
忍
説
話
集
の
有
力
な
一
書
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
進
ん
で
「
堪
忍
記
』
自
体
に

も
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
以
下
節
を
改
め
述
べ
る
事
に
す
る
。

『
堪
忍
記
』
周
辺
考

八
七
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『
勧
忍
百
歳
考
註
』

に
つ
い
て

（イ〉

書
誌
・
成
立

本
書
は
、
内
閣
文
庫
、
静
嘉
堂
文
庫
、
宮
内
庁
書
陵
部
（
未
見
）
等
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

四
明
叢
書
第
六
集
に
本
文
が
収
載
さ
れ

記
し
て
置
く
。

て
い
る
。
内
閣
文
庫
蔵
本
は
版
面
の
刷
り
の
状
態
が
悪
く
、
序
文
も
完
備
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
に
よ
り
書
誌
を
簡
略
に

大
本

墨
筆
ー「

堪
忍
百
簸
考た
註て
」 26.6

糎
よ
'--

16.8 
糎

四
巻
八
冊
（
各
巻
二
冊
〉

袋
綴

黄
色
地
原
表
紙

題
議

柱内
題

「
堪
忍
百
簸
考
註
巻
第
一
／
四
明
梓
碧
山
人
許
名
歪

著
／
上
竺
前
堂
芳
林
釈
覚
徴
考
註
」

匡
郭

白
口
上
魚
尾
「
百
忍
簸
」

四
周
双
辺
た
て
川
糎
よ
こ
山
糎
縦
の
罫
線
入
り

－
冊
白
丁
（
内
序
9
丁）、

2
冊
印
丁
、

3
冊
白
丁
、

4
冊
臼
丁

②

至

大

三

年

＠

覚

激

（

末

部

破

損

｜

後

述

）

丁
数

旧 序
蔵

①
至
正
甲
辰

「
誤
聞
賢
主
人
記
」
印
他

許
名
歪

金
岬

本
書
の
成
立
を
そ
の
序
文
に
窺
う
と
、

序
文
②
が
『
勧
忍
百
簸
』
著
者
の
序
文
で
あ
る
。
「
予
読
唐
史
、
見
高
宗
幸
張
公
芸
家
、
問
其
九
世
不
分
之
状
、
書
忍
字
百
余
、
以
対
於
是
」

の
前
記
張
公
芸
の
故
事
か
ら
始
ま
り
、
『
百
忍
図
』
の
本
文
を
踏
ま
え
た
文
章
が
記
さ
れ
、
後
部
に
「
因
作
勧
忍
百
策
、
願
輿
天
下
其
之
毎
銭
、

皆
事
為
之
、
句
入
経
出
史
、
各
有
考
拠
」
と
あ
る
。
年
記
は
「
至
大
三
年
良
月
吉
旦
四
明
梓
碧
山
人
許
名
歪
叙
」
で
あ
る
。



序
文
①
は
、
『
勧
忍
百
儀
』
成
立
に
際
し
て
序
文
を
送
っ
た
者
、
あ
る
い
は
、
刊
行
者
か
。
「
J
輿
山
心
許
先
生
、
抱
卓
見
之
方
、
以
特
立
於

世
、
感
張
公
芸
百
忍
之
対
逐
条
、
其
事
以
百
、
其
蔵
勧
子
世
l
許
君
以
百
忍
示
於
人
、
人
能
体
而
行
之
、
雌
百
事
之
外
、
皆
推
而
忍
之
、
有
未

能
究
乎
」
と
あ
る
。
年
記
は
「
至
正
甲
辰
嘉
平
旦
日
金
岬
一
愚
蒋
惰
敬
書
」
。

序
文
＠
は
、
『
勧
忍
百
議
』
に
校
注
を
加
え
た
者
、
即
ち
本
書
の
作
者
覚
激
の
序
文
。
「
i
至
於
四
明
、
名
歪
許
先
生
、
博
通
経
史
掩
貫
、
古
今

以
百
忍
字
、
毎
字
立
義
、
ー
類
従
、
編
為
百
篇
、
名
目
勧
忍
百
蔵

i
書
瞳
未
行
、
聞
見
者
鮮
、
覚
激
、
於
晩
年
得
写
本

i
」
と
あ
り
、
覚
激

は
、
刊
本
で
は
な
く
写
本
に
依
っ
た
事
を
記
す
。
し
か
も
、
「
書
瞳
未
行
」
と
あ
る
点
よ
り
、
こ
の
こ
ろ
刊
本
は
存
し
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
覚
激
が
校
注
を
加
え
た
時
期
は
、
「
欠
於
注
釈
、
覧
者
莫
知
其
詳
、
予
故
有
志
於
考
釈
、
市
学
識
浅
随
、
因
循
歳
月
不
能
、

卒
成
至
正
統
甲
子
歳
」
と
あ
る
。
以
下
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
は
序
文
末
尾
が
破
損
し
て
お
り
、
序
年
時
を
確
か
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
部
分
を
内

閣
文
庫
蔵
本
で
補
う
と
、
「
大
明
正
統
十
四
年
歳
在
己
巳
十
一
月
二
十
五
日
／
上
天
竺
前
堂
芳
林
釈
氏
覚
激
序
」
と
あ
る
。

以
上
よ
り
本
書
の
成
立
過
程
を
整
理
す
る
と
、

至
大
三
年

許
名
歪
著

成
立
。

『
勧
忍
百
簸
』
に
序
文
を
送
る
。

『
勧
忍
百
歳
』
の
写
本
を
得
、
考
註
を
加
え
、
『
勧
忍
百
簸
考
註
』
の
成
稿
成
る
。

八
一
元
・
二
三

O
V

至
正
甲
辰
（
二
十
四
）
年
八
元
・
二
二
六
四
〉

『
勧
忍
百
議
』

金
岬

正
統
甲
子
（
九
）
年

〈
明
・
一
四
四
四
〉

覚
激

正
統
十
四
年

〈
明
・
一
四
四
九
〉

覚
激
著

『
勧
忍
百
簸
考
註
』

成
立
。

と
な
る
。
明
代
初
期
成
立
（
刊
行
）
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
我
が
国
で
は
後
花
園
天
皇
代
、
足
利
義
成
（
義
政
）
が
将
軍
と
な
っ
た
頃
で
あ

る。
さ
ら
に
、
当
本
に
は
万
暦
版
が
存
し
た
よ
う
だ
。
四
明
叢
書
本
、
民
国
二
十
九
年
張
毒
鋸
序
文
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

四
明
梓
碧
山
人
許
名
歪
著
勧
忍
百
綾
田
巻
、
考
註
者
上
竺
前
堂
芳
林
釈
覚
獄
、
不
知
何
時
人
、
其
書
刻
於
万
暦
甲
申
春
、
余
得
所
為
司
程
監

本
、
楊
升
庵
丹
鉛
雑
録
著
之
、
顧
誤
名
歪
為
歪
郵
、
芸
文
志
既
誤
列
許
氏
為
朱
明
時
人
、
又
謁
勧
忍
為
勤
忍
由
於
未
見
原
書
也

t
（
第
六
集
）

『
堪
忍
記
』
周
辺
考

八
九



九。

張
毒
鋪
が
手
に
し
た
本
に
は
覚
激
の
序
文
が
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
何
時
の
人
か
知
ら
ぬ
と
あ
る
。
詳
し
い
い
き
さ
つ
は
不

明
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
万
暦
甲
申
春
印
刻
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

万
暦
甲
申
（
十
二
）
年
八
明
・
一
五
八
四
〉

『
勧
忍
百
議
考
註
』
刊
行

こ
の
こ
と
は
、
、
江
戸
時
代
初
期
、
多
量
の
明
代
万
暦
版
中
国
書
籍
が
、
当
時
最
先
端
の
書
物
と
し
て
い
ち
早
く
我
が
国
へ
舶
載
さ
れ
た
の

を
考
え
併
す
と
、
本
書
万
暦
版
も
そ
の
一
書
と
し
て
舶
載
さ
れ
、
『
堪
忍
記
』
成
立
時
期
、
時
を
同
じ
く
し
て
我
が
国
に
存
し
て
い
た
可
能
性

ま
こ
と
に
好
都
合
な
の
で
あ
る
が
、
〈
7

の
所
断
定
は
控
え
て
お
く
ω

も
し
、

も
充
分
考
え
ら
れ
る
。
現
存
諸
本
が
、
万
暦
版
と
考
え
る
と
、

『
堪
忍
記
』
が
、
こ
れ
ら
万
暦
版
に
触
発
さ
れ
た
と
仮
定
す
る
と
、
当
時
に
あ
っ
て
は
ま
さ
に
時
代
の
先
端
を
行
く
画
期
的
作
品
だ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
堪
忍
記
』
が
後
の
西
鶴
作
品
に
ま
で
利
用
さ
れ
、
版
を
重
ね
て
行
っ
た
流
布
の
理
由
は
、
他
に
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
考

え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
時
代
的
タ
イ
ム
リ
ー
性
も
一
つ
の
要
因
に
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
に
は
も
う
少
し
『
堪
忍
記
』
と
『
堪
忍
百
簸
考

註
』
と
の
接
点
を
探
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
節
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
私
見
を
述
べ
る
。

（ロ）

『
堪
忍
記
』
と
の
関
連

『
堪
忍
記
』
の
作
品
的
特
質
は
、
堪
忍
の
種
類
を
性
質
や
職
業
に
よ
っ
て
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
和
・
漢
の
説
話
を
掲
出
・
例
示
し
て
、
啓

蒙
的
に
論
じ
た
点
に
あ
る
。
そ
の
目
録
（
該
当
部
分
の
み
）
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

巻

損
害
を
と
と
む
る
堪
忍

第
四

怒
を
と
ど
め
て
忍
を
お
こ
な
ふ

第
五

貧
欲
を
と
と
む
る
堪
忍

第
六

色
欲
を
と
ど
む
べ
き
堪
忍

第
七

巻

財
欲
の
堪
忍

第
八

主
君
の
堪
忍

第
九

主
君
に
つ
か
う
ま
つ
る
犠
忍

第
十

傍
輩
中
の
堪
忍

第
十

巻

子
を
生
立
る
堪
忍

第
十

父
母
に
つ
か
う
る
堪
忍

第
十
三



巻
四

職
人
の
堪
忍

第
十
四

商
人
の
堪
忍

第
十
五

巻
五

医
師
の
堪
忍

法
師
の
堪
忍

第
十
六

第
十
七

友
だ
ち
交
は
り
の
堪
忍

第
十
八

巻
六

大
義
を
思
ひ
た
つ
堪
忍

姑
に
つ
か
ふ
る
堪
忍

第
十
九

第
廿

巻
八

憐
姫
の
お
も
ひ
あ
る
堪
忍

嬬
に
な
り
た
る
堪
忍

第
廿

継
子
を
そ
だ
っ
る
堪
忍

第
廿
三

巻
七

第
廿
四

陰
徳
を
お
こ
な
ふ
べ
き
堪
忍

第
廿
五

こ
れ
ら
は
、
酒
・
色
・
財
の
人
間
の
基
本
的
欲
望
の
堪
忍
を
中
心
に
し
つ
つ
、
主
君
と
臣
下
は
武
士
社
会
（
封
建
社
会
）
に
対
応
す
る
も
の

で
あ
り
、
商
人
の
堪
忍
は
、
当
時
興
隆
し
つ
つ
あ
っ
た
貨
幣
経
済
の
進
展
に
伴
う
本
格
的
商
業
活
動
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

医
師
の
堪
忍
も
当
時
中
国
か
ら
の
新
医
学
の
到
来
に
よ
る
専
門
的
医
師
の
登
場
を
見
据
え
た
も
の
で
あ
り
、
巻
六
以
後
の
女
鑑
篇
は
、
当
時
盛

ん
で
あ
っ
た
女
訓
物
に
繋
が
っ
て
い
る
。
さ
き
程
述
べ
た
時
代
的
タ
イ
ム
リ
ー
性
と
は
、
内
容
的
に
は
一
方
で
こ
の
よ
う
な
当
時
の
各
階
層
を

対
象
と
し
た
、
そ
の
時
代
的
要
請
に
応
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
観
点
は
、
既
に
『
堪
忍
弁
義
抄
』
に
も
萌
し
て
い
る
。

学
聞
を
す
る
人
な
ら
ば
。
十
歳
ば
か
り
よ
り
。
十
年
二
十
年
。
都
知
難
辛
苦
を
。
堪
忍
し
て

i
又
人
の
臣
下
と
し
て
は
。
苦
労
を
か
ん
に
ん
し

て
i
又
町
奉
公
の
わ
か
き
人
な
れ
ば
金
銀
の
遺
度
事
を
堪
忍
し
て

t
又
人
の
子
と
し
て
は
。
孝
行
の
道
に
力
を
尽
し

l
其
外
諸
芸
諸
職
を
学

ぶ
人
も
。
十
年
十
五
年
。
辛
苦
を
堪
忍
し
て
。
し
ゐ
つ
と
め

i

し
か
し
、
こ
れ
は
堪
忍
を
成
功
へ
の
手
段
と
し
て
述
べ
た
総
体
論
で
あ
り
、
『
堪
忍
記
』
の
よ
う
な
明
確
な
分
類
意
識
迄
に
は
至
っ
て
い
な

L、。
こ
こ
に
、
『
勧
忍
百
歳
考
註
』
は
、
〈
忍
〉
を
一

0
0種
類
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
数
話
ず
つ
の
例
話
を
掲
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
し

『
堪
忍
記
』
周
辺
考

九



九

く
『
堪
忍
記
』
の
基
本
的
構
想
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
次
に
や
や
煩
雑
な
が
ら
本
書
の
全
体
像
の
紹
介
も
兼
ね
て
、
そ
の
目
録
を
記
し

て
置
く
。

巻
第言

之
忍
第
一

食
之
忍
第
六

富
之
忍
第
十

安
之
忍
第
十
六

義
之
忍
第
二
十

巻
第怒

之
忍
第
二
十
六

誉
之
忍
第
三
十
一

件
之
忍
第
三
十
六

擢
之
忍
第
四
十
一

倹
之
忍
第
四
十
六

巻
第
三

持
之
忍
第
五
十
一

死
之
忍
第
五
十
六

典
之
忍
第
六
十
一

頑
忍
第
六
十
六

気
之
忍
第
二

楽
之
忍
第
七

賎
之
忍
第
十

危
之
忍
第
十
七

礼
之
忍
第
二
十

疾
之
忍
第
二
十
七

諮
之
忍
第
三
十
二

讐
之
忍
第
三
十
七

好
之
忍
第
四
十
二

貧
之
忍
第
四
十
七

修
之
忍
第
五
十
二

生
之
忍
第
五
十
七

乞
之
忍
第
六
十
二

不
平
忍
第
六
十
七

色
之
忍
第
三

権
之
忍
第
八

貴
之
忍
第
十

忠
之
忍
第
十
人

智
之
忍
第
二
十
三

変
之
忍
第
二
十
八

笑
之
忍
第
三
十
三

争
之
忍
第
三
十
八

悪
之
忍
第
四
十
三

牒
之
忍
第
四
十
八

勇
之
忍
第
五
十
三

満
之
忍
第
五
十
八

求
之
忍
第
六
十
三

不
満
忍
第
六
十
八

酒
之
忍
第
四

勢
之
忍
第
九

寵
之
忍
第
十
四

孝
之
忍
第
十
九

信
之
忍
第
二
十
四

侮
之
忍
第
二
十
九

妬
之
忍
第
三
十
四

歎
之
忍
第
三
十
九

労
之
忍
第
四
十
四

虐
之
忍
第
四
十
九

直
之
忍
第
五
十
四

快
之
忍
第
五
十
九

失
之
忍
第
六
十
四

聴
講
忍
第
六
十
九

声
之
忍
第
五

貧
之
忍
第
十

扉
之
忍
第
十
五

仁
之
忍
第
二
十

喜
之
忍
第
二
十
五

語
之
忍
第
三
十

忽
之
忍
第
三
十
五

涯
之
忍
第
四
十

苦
之
忍
第
四
十
五

騒
之
忍
第
五
十

急
之
忍
第
五
十
五

取
之
忍
第
六
十

利
害
忍
第
六
十
五

無
益
忍
第
七
十



苛
察
忍
第
七
十
一

巻
第
四

特
立
忍
第
七
十
六

小
節
忍
第
八
十

屠
殺
忍
第
七
十
二

勇
退
忍
第
七
十
七

随
時
忍
第
八
十
二

禍
福
忍
第
七
十
三

有
禄
忍
第
七
十
四

陳
進
忍
第
七
十
五

才
技
忍
第
八
十

事
師
忍
第
八
十
五

為
商
忍
第
九
十

父

子

忍

第

九

十

一

夫

婦

忍

第

九

十

三

賓

主

忍

第

九

十

四

奴

牌

忍

第

九

十

五

交

友

忍

第

九

十

六

年

少

忍

第

九

十

七

将

帥

忍

第

九

十

八

宰

相

忍

第

九

十

九

好

学

忍

第

一

百

以
上
、
極
め
て
詳
細
な
分
類
基
準
で
〈
堪
忍
〉
の
在
り
ょ
う
が
種
類
分
け
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
一
般
的
な
も
の
と
し
て
の
、
色
之
忍
第

同
寅
忍
第
八
十
六

為
土
忍
第
八
十
七

兄
弟
忍
第
九
十
二

挫
折
忍
第
七
十
八

不
遇
忍
第
七
十
九

三
、
酒
之
忍
第
四
、
一
陣
之
忍
第
十
五
、
怒
之
忍
第
二
十
六
、
疾
之
忍
第
二
十
七
、
貧
之
忍
第
四
十
七
な
ど
や
、
人
間
関
係
の
面
と
し
て
の
、
忠

之
忍
第
十
八
、
孝
之
忍
第
十
九
、
事
君
忍
第
八
十
四
、
事
師
忍
第
八
十
五
、
同
寅
忍
第
八
十
六
、
交
友
忍
第
九
十
六
な
ど
、
そ
し
て
特
殊
な
も

の
と
し
て
の
、
為
工
忍
第
八
十
九
、
為
商
忍
第
九
十
な
ど
全
て
本
書
に
見
ら
れ
、
さ
き
に
揚
げ
た
『
堪
忍
記
』
の
分
類
を
殆
ど
包
摂
し
て
い

る
。
ま
た
些
細
な
こ
と
な
が
ら
、
通
常
は
「
第
i

背
義
忍
第
八
十
三

事
君
忍
第
八
十
四

り
、
こ
れ
も
本
書
を
契
機
に
し
た
と
考
え
る
と
納
得
が
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
よ
り
『
堪
忍
記
』
に
お
け
る
〈
堪
忍
〉
の
種
類
分
け
の
構
想

第
i
」
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
お

為
農
忍
第
八
十
八

為
工
忍
第
八
十
九

章
題
」
と
な
る
と
こ
ろ
を
、
『
堪
忍
記
』
は
「
章
題

は
、
本
書
を
先
例
と
し
、
そ
の
体
裁
に
倣
っ
た
も
の
と
看
倣
し
得
ょ
う
。

で
は
、
両
者
は
内
容
的
に
ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
ろ
う
か
。
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
「
勧
忍
百
歳
考
註
』
に
は
全
体
で
数
百
話
に
近
い
故

事
・
説
話
が
登
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
『
堪
忍
記
』
と
共
通
す
る
も
の
は
管
見
の
と
こ
ろ
次
の
十
余
話
に
過
ぎ
な
い
。

言
之
忍
第
一
・
：
：
：
：
子
張
（
『
堪
忍
記
』
二
の
一
〉
〔
明
心
宝
鑑
〕

辱
之
忍
第
十
五
：
：
：
韓
信
（
同

十
九
の
四
〉
〔
堪
忍
弁
義
抄
〕

『
堪
忍
記
』
周
辺
考

孝
之
忍
第
十
九
：
：
：
伊
伯
奇
（
同
二
十
一
一
一
の
四
）

九



孟
子
畳
一
日
（
同

信
之
忍
第
二
十
四
：
・
花
巨
卿
（
同

詩
之
忍
第
三
十
：
：
：
馬
援
（
同

讐
之
忍
第
三
十
七
：
・
蘭
相
如
（
同

取
之
忍
第
六
十
：
・
東
漢
楊
震
（
同

事
君
忍
第
八
十
四
：
・
店
説
徴
（
同

同
寅
忍
第
八
十
六
：
・
事
君
如
（
同

九
四

十
三
の
二
）

十
人
の
一
一
）

十
一
の
六
）

十
一
の
三
）
〔
姐
吉
録
〕

入
の
一
一
）
〔
魁
吉
録
〕

十
の
一
）
〔
姐
吉
録
〕

十
の
序
）

父
子
忍
第
九
十
一
：
・
伊
吉
市
（
同
二
十
三
の
四
）

九
の
一
二
）

奴
稗
忍
第
九
十
五
・
：
晋
陶
潜
ハ
同

交
友
忍
第
九
十
六
：
・
東
漢
古
式
（
同
十
八
の
二
）
〔
前
出

活
巨
卿
と
同
話
〕

数
百
話
中
、
十
余
話
と
は
あ
ま
り
に
も
少
な
く
、
ま
た
、
下
に
記
し
た
よ
う
に
既
に
明
心
宝
鑑
や
勘
忍
弁
義
抄
、
抽
士
口
録
な
ど
に
拠
っ
た
も
の

を
差
し
引
く
と
数
話
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
了
意
は
『
堪
忍
記
』
著
述
に
当
り
、
説
話
収
集
の
面
で
本
書
を
粉
本
に
し
た
事
は
認
め
難
い
と

思
わ
れ
る
。

た
だ
、
本
文
系
列
で
は
、
本
書
は
古
い
本
文
系
を
も
有
し
、
『
堪
忍
記
』
と
一
致
す
る
言
句
が
見
え
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。
信
之
忍
第
二
十

四
「
布
巨
卿
」
説
話
は
、
『
曲
家
求
』
に
も
登
載
さ
れ
る
有
名
な
説
話
で
あ
る
。
『
勧
忍
百
簸
考
註
』
本
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

東
漢
古
式
字
巨
卿
、
山
陽
金
郷
人
、
少
遊
大
学
、
興
汝
南
張
助
字
元
伯
者
友
善
、
二
人
並
告
帰
、
式
日
、
後
二
年
当
還
過
拝
尊
親
、
乃
其
刻

約
、
至
期
、
九
月
十
五
日
、
酌
白
母
殺
鶏
炊
黍
候
之
、
母
日
、
二
年
之
別
、

千
里
結
言
、

何
相
信
之
審
也
、

酌
日
巨
卿
信
士
、

必
不
失
期

至
、
期
果
至
、
升
堂
拝
飲
、
尽
歓
市
別
、
式
先
為
功
官
、
後
遺
荊
州
刺
史
、
見
詰
式
伝

傍
線
部
に
関
し
、
別
稿
で
も
述
べ
た
が
、
『
蒙
求
』
徐
注
本
系
、
『
事
文
類
莱
』
に
は
、
「
設
銭
」
と
し
か
な
い
（
『
堪
忍
記
』
は
「
鶏
を
こ
ろ



し
て
食
を
こ
し
ら
へ
て
」
と
あ
り
、
古
注
本
系
『
蒙
求
』
本
文
も
同
様
に
「
殺
鶏
炊
繋
」
と
あ
る
）
。
こ
の
一
話
で
は
何
と
も
し
難
い
が
、
と

り
あ
え
ず
こ
の
よ
う
な
面
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。

結
論
と
し
て
、
『
堪
忍
記
』
と
『
勧
忍
百
位
協
考
註
』
と
の
聞
に
は
、
説
話
の
面
で
は
直
接
的
影
響
関
係
は
薄
い
と
推
察
さ
れ
る
。
だ
が
、
『
堪

忍
百
簸
考
註
』
は
近
世
初
期
に
渡
来
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
『
堪
忍
記
』
の
全
体
的
構
想
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。

お
わ
り
に

『
百
忍
図
』
を
経
て
『
考
註
百
忍
図
』
『
勧
忍
百
俵
』
『
勧
忍
百
簸
考
註
』
に
至
っ
た
。
『
堪
忍
百
簸
考
註
』
も
、
『
百
忍
図
』
な
ど
を
基
に
成

立
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
中
国
堪
忍
説
話
の
一
系
列
を
形
作
っ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
我
が
固
に
も
た
ら
さ
れ
た
、
そ
の
節
目
節
目
に

於
い
て
日
本
文
学
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
『
十
訓
抄
』
『
女
郎
花
物
語
』
な
ど
の
み
を
掲
げ
た
が
、

さ
ら
な
る

調
査
の
要
を
感
じ
る
。
ま
た
、
我
が
国
説
話
文
学
の
中
に
お
け
る
〈
堪
忍
〉
説
話
の
存
在
も
改
め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

一
体
に
〈
堪
忍
〉
と
い
う
テ
l
マ
に
よ
る
説
話
の
ジ
ャ
ン
ル
分
け
を
、
た
と
え
ば
類
書
の
項
目
に
代
表
さ
せ
て
み
る
と
、
古
く
か
ら
、
我
が

（注
9
）

固
に
渡
来
し
、
辞
書
と
し
て
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
利
用
さ
れ
た
『
太
平
御
覧
』
に
は
無
い
。
了
意
も
利
用
し
た
『
太
平
広
記
』
、
『
天
中
記
』
に
も

無
い
。
他
の
部
立
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
『
事
文
類
緊
』
巻
十
六
〈
性
行
部

V
に
は
「
徳
量
」
の
項
目
に
「
堅

忍
」
の
項
目
が
あ
り
、
数
話
が
『
堪
忍
記
』
と
共
通
す
る
。
こ
の
事
は
『
堪
忍
記
』
が
『
事
文
類
緊
』
を
多
く
利
用
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
推

定
と
は
か
ら
ず
も
符
合
す
る
。

〈
堪
忍
〉
と
い
う
語
句
自
体
は
、
別
稿
和
田
氏
論
文
が
示
す
よ
う
に
仏
教
的
性
質
を
根
幹
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
『
法
苑
珠
林
』
巻
九
十

九
、
六
度
篇
八
十
五
之
三
は
「
忍
辱
部
」
で
あ
り
、
「
勧
忍
」
の
項
を
立
て
て
い
る
。
し
か
し
や
が
て
そ
れ
は
、
今
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近

『
堪
忍
記
』
周
辺
考

九
五



九ノ、

世
期
に
至
る
と
、
仏
教
的
精
神
に
限
る
こ
と
な
く
、
儒
教
的
要
素
を
取
入
れ
つ
つ
、
武
士
階
級
は
も
と
よ
り
、
市
井
の
商
人
や
職
人
の
処
世
の

心
持
ち
と
し
て
も
一
般
化
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。
仏
・
儒
と
り
ま
ぜ
、
全
て
の
階
層
の
人
々
を
対
象
に
す
る
啓
蒙
化
こ
そ
仮
名
草
子
作
家
の

一
つ
の
方
法
で
あ
っ
た
。

た
。
そ
し
て
、

『
堪
忍
記
』

は
、
こ
の
中
国
堪
忍
説
話
群
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
在
来
の
我
が
国
説
話
を
も
織
混
ぜ
、
彼
に
と
っ
て
の
デ
ビ
ュ
ー
作
を
完
成
さ
せ

か
な
り
の
成
功
を
収
め
た
。
無
論
、
そ
の
最
大
の
要
因
は
、
彼
が
選
ん
だ
説
話
群
の
斬
新
な
面
白
さ
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、

突
然
出
現
し
た
の
で
は
な
く
、
和
・
漢
に
散
在
し
て
い
た
堪
忍
説
話
の
選
択
・
収
集
の
も
と
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
最
も
多
く

利
用
し
た
明
代
善
書
『
姐
土
日
録
』
の
太
集
章
題
に
も
「
忍
辱
施
済
之
報
」
と
あ
り
、
〈
忍
辱
〉
説
話
と
し
て
の
ジ
ャ
ン
ル
分
け
の
意
識
が
既
に

か
な
り
明
確
な
意
図
で
〈
堪
忍
〉
の
テ
l
マ
に
挑
ん
だ
事
を
示
唆
し
て
い
る
。

定
着
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
彼
が
『
堪
忍
記
』
著
述
に
当
り
、

さ
ら
に
進
ん
で
彼
に
と
っ
て
の
、
あ
る
い
は
ま
た
当
時
の
時
代
が
要
求
し
た
〈
堪
忍
〉
の
本
質
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
本

稿
で
は
、
『
堪
忍
記
』
成
立
の
背
景
を
、
和
・
漢
堪
忍
説
話
集
の
存
在
に
照
し
て
考
察
し
て
み
た
。
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